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特
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ミ
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メ
ー
ト
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二
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五
・
五
ミ
リ
メ
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ト
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刷
色

地
紋

薄
い
黄
緑
色

模
様

茶
色

地
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及
び
Ｊ
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の
波
状
配
列

百
円
特
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寸
法
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十
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

横

二
十
五
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
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刷
色

地
紋

薄
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黄
緑
色

模
様

黄
緑
色

地
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及
び
Ｊ
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の
波
状
配
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三
百
円
特
許
印
紙

寸
法

縦

二
十
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

横

二
十
五
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

刷
色

地
紋

薄
い
黄
緑
色

模
様

紫
が
か
っ
た
青
色

地
紋

Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
及
び
Ｊ
Ｐ
Ｏ
の
波
状
配
列
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PBz
は
、
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。

ｚ
ii

DS
が
〇
・
一
以
下
の
場
合
に
は
、

P
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D
S）（
ｚ
／
D
S）

ｚ
ii

DS
が
〇
・
一
を
超
え
る
場
合
に
は
、

P
B
Z＝

0•
7
8＋

1•
1（
ｚ
／
D
S－

0•
1）

PBz
は
、
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

.8

保
守
及
び
検
査
の
た
め
、
外
板
に
接
し
て
い
な
い
燃
料
油
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
船
底
外
板
か
ら
６
に
定
め

る
ｈ
の
最
小
値
並
び
に
船
側
外
板
か
ら
７
及
び
８
に
定
め
る
ｗ
の
最
小
値
よ
り
近
い
位
置
に
配
置
し
て
は
な
ら

な
い
。

12

こ
の
第
十
二
Ａ
規
則
に
基
づ
き
建
造
さ
れ
る
船
舶
の
設
計
及
び
構
造
を
承
認
す
る
に
当
た
り
、
主
管
庁
は
、
一

般
的
な
安
全
上
の
側
面
（
ウ
ィ
ン
グ
・
タ
ン
ク
及
び
二
重
底
タ
ン
ク
又
は
閉
囲
場
所
の
保
守
及
び
検
査
に
つ
い
て

の
必
要
性
を
含
む
。）に
つ
い
て
十
分
な
考
慮
を
払
う
。

四

第
二
十
一
規
則
２
中
、
.2
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。（
平
成
十
九
年
八
月
一
日
効
力
発
生
）

.2

摂
氏
十
五
度
に
お
け
る
密
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
九
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
か
又
は
摂
氏
五
十
度

に
お
け
る
動
粘
度
が
一
秒
当
た
り
百
八
十
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
油
（
原
油
を
除
く
。）

五

第
三
十
八
規
則
２
中
、
.5
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
効
力
発
生
）

.5

第
十
五
規
則
及
び
第
三
十
四
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
油
性
ビ
ル
ジ
そ
の

他
の
油
性
残
留
物
の
受
入
れ
が
必
要
と
な
る
港

六

付
録
Ó
の
国
際
油
汚
染
防
止
証
書
（
Ｉ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
証
書
）
の
追
補
（
様
式
Ａ
（
油
タ
ン
カ
ー
以
外
の
船
舶
）
及
び
様

式
Ｂ
（
油
タ
ン
カ
ー
））中
、２
の
次
に

2Ａ.1
及
び

2Ａ.2
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。（
平
成
十
九
年
八
月
一
日
効
力
発
生
）

２
Ａ
．
１
こ
の
船
舶
は
、
第
1
2Ａ
規
則
に
従
つ
て
建
造
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
同
規
則
の
次
の

規
定
に
適
合
し
て
い
る
。

６
及
び
７
又
は
８
の
規
定
（
二
重
船
殻
構
造
）

î

1
1の
規
定
（
事
故
に
お
け
る
油
流
出
性
能
基
準
）

î

２
Ａ
．
２
こ
の
船
舶
は
、
第
1
2Ａ
規
則
に
適
合
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。

î

〇
財
務
省
告
示
第
四
百
九
号

印
紙
を
も
つ
て
す
る
歳
入
金
納
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
特
許
印
紙
の
形
式
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
九
年
六
月
大
蔵
省
告
示
第
七
十
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
印
紙
の
形
式
を
定
め
る
件
に
規
定
す
る
特
許
印
紙
は
、な
お
当
分
の
間
、

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

Ÿ—
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